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まめ知識 まめ知識

中な
か
じ
ま島 

輝て
る
お男

（
市
民
ク
ラ
ブ
）

就
労
継
続
支
援
事
業
所

障

害

者

ス

ポ

ー

ツ

三み
し
ま島 

久く

み

こ
美
子

（
た
か
さ
き
未
来
）

平
和
へ
の
取
り
組
み

　

農

業

振

興

逆さ
か
せ
が
わ

瀬
川 

義よ
し
ひ
さ久

（
公
明
党
）

外
国
人
へ
の
生
活
支
援 

　
農
業
に
お
け
る
汚
泥
肥
料
の
課
題

伊い
と
う藤 

敦あ
つ
ひ
ろ博

（
日
本
共
産
党
）

地
域
公
共
交
通
の
課
題

加
齢
性
難
聴
者
に
対
す
る
支
援

角か
ど
く
ら倉 

邦く
に
よ
し良

（
無
所
属
）

吉
井
分
屯
地
内
で
発
生
し
た
林
野
火
災
と
防
火
体
制

牛
伏
山
を
活
用
し
た
吉
井
地
域
の
観
光
振
興

大お
お
か
わ
ら

河
原 

吉よ
し
あ
き明

（
新
風
会
）

本
市
の
ス
ポ
ー
ツ
振
興

谷た
に
が
わ川 

留る
み
こ

美
子

（
無
所
属
）

各
町
内
の
ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
管
理

堀ほ
り
ぐ
ち口 　

順
す
な
お

（
市
民
ク
ラ
ブ
）

感

染

症

の

現

状

働

き

方

改

革

質
問　
就
労
継
続
支
援
Ｂ
型
事
業

所
へ
の
支
援
の
取
り
組
み
は
。

答
弁　
障
害
者
施
設
等
か
ら
の
物

品
・
役
務
の
調
達
を
促
進
す
る
た

め
、
各
施
設
の
受
託
可
能
な
物
品

役
務
の
一
覧
を
各
部
署
に
周
知
し
、

積
極
的
な
発
注
に
努
め
て
い
る
ほ

か
、
就
労
訓
練
を
行
う
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
事
業
所
か
ら
一
般
就
労

し
た
人
に
対
し
、
就
職
支
度
金
５

万
円
を
支
給
し
て
い
る
。
今
後
も
、

障
害
者
の
経
済
的
自
立
や
社
会
参

加
の
促
進
に
努
め
た
い
。

質
問　
２
０
２
９
年
に
群
馬
県
で

全
国
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会
が
開

催
さ
れ
る
。
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
で

激
減
し
て
い
る
競
技
人
口
を
増
や

す
た
め
の
、
本
市
の
取
り
組
み
は
。

答
弁　
関
係
機
関
を
通
じ
て
障
害

者
ス
ポ
ー
ツ
大
会
等
の
案
内
を
送

付
し
、
情
報
提
供
に
努
め
て
い
る

ほ
か
、
軽
ス
ポ
ー
ツ
出
前
講
座
で

障
害
の
あ
る
人
で
も
気
軽
に
参
加

で
き
る
種
目
を
取
り
入
れ
る
な
ど
、

障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
の
裾
野
を
広
げ

る
取
り
組
み
も
実
施
し
て
い
る
。

質
問　
平
和
へ
の
意
識
を
高
め
る

た
め
、
広
島
へ
の
修
学
旅
行
を
推

進
し
て
い
く
考
え
は
。

答
弁　
中
学
校
の
修
学
旅
行
は
、

歴
史
や
伝
統
な
ど
を
学
ぶ
た
め
に

関
西
方
面
が
多
く
、
防
災
教
育
に

力
を
入
れ
て
い
る
学
校
は
東
北
に

赴
く
な
ど
、
各
学
校
が
学
校
の
実

情
や
教
育
課
程
等
を
基
に
行
き
先

を
決
定
し
て
い
る
。
広
島
を
訪
れ

る
こ
と
は
、
平
和
に
つ
い
て
考
え

る
機
会
と
し
て
大
変
意
義
深
い
も

の
と
考
え
る
が
、
移
動
距
離
に
よ

る
生
徒
の
活
動
時
間
の
制
限
や
予

算
が
課
題
と
考
え
て
い
る
。

質
問　
堤
ヶ
岡
飛
行
場
跡
地
は
広

大
な
青
地
農
地
で
あ
る
。
本
市
の

農
業
政
策
に
お
け
る
位
置
付
け
は
。

答
弁　
当
該
地
は
、
新
し
い
産
業

拠
点
と
し
て
利
活
用
す
る
方
針
が

示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
事
業
で
は

広
大
な
農
地
が
減
少
す
る
こ
と
と

な
る
が
、
荒
廃
農
地
の
解
消
や
農

用
地
を
確
保
す
る
な
ど
、
都
市
的

土
地
利
用
と
農
業
の
健
全
な
調
和

を
図
り
農
業
振
興
に
努
め
て
い
く
。

質
問　
本
市
の
ス
ポ
ー
ツ
振
興
へ

の
取
り
組
み
は
。

答
弁　
市
民
が
た
く
さ
ん
の
ス
ポ

ー
ツ
に
触
れ
ら
れ
る
よ
う
「
す
る

「
見
る
」
「
支
え
る
」
の
各
分
野

で
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

質
問　
本
市
の
ス
ポ
ー
ツ
施
設
の

利
用
に
お
け
る
高
齢
者
や
障
が
い

者
、
市
民
へ
の
優
遇
措
置
は
。

答
弁　
浜
川
温
水
プ
ー
ル
と
新
町

温
水
プ
ー
ル
で
は
、
高
齢
者
や
障

害
者
の
利
用
料
を
一
般
の
半
額
程

度
に
し
て
い
る
。
清
水
善
造
メ
モ

リ
ア
ル
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
で
は
、
居

住
地
等
の
要
件
に
よ
ら
ず
利
用
条

件
は
同
一
と
し
て
い
る
が
、
今
後
、

利
用
時
間
の
区
分
を
見
直
し
て
予

約
を
取
り
や
す
く
す
る
な
ど
、
利

便
性
向
上
に
向
け
て
検
討
す
る
。

高
崎
ア
リ
ー
ナ
や
宇
津
木
ス
タ
ジ

ア
ム
で
は
、
国
際
大
会
や
全
国
大

会
な
ど
を
誘
致
し
、
市
民
が
ト
ッ

プ
レ
ベ
ル
の
プ
レ
ー
を
身
近
に
観

戦
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
同
時
に
、

予
定
の
な
い
日
に
は
多
く
の
市
民

が
利
用
で
き
る
よ
う
努
め
て
い
く
。

質
問　
南
上
並
榎
留
学
生
住
宅
の

活
用
状
況
は
。

答
弁　
本
市
の
外
国
人
住
民
数
は
、

こ
の
10
年
間
で
約
２
倍
に
増
加
し

て
お
り
、
南
上
並
榎
留
学
生
住
宅

に
お
い
て
は
、
本
市
が
民
間
の
共

同
住
宅
を
借
り
上
げ
、
令
和
４
年

度
か
ら
留
学
生
に
加
え
て
介
護
施

設
等
で
働
く
外
国
人
労
働
者
の
住

宅
と
し
て
も
活
用
し
て
い
る
。
令

和
６
年
８
月
末
の
入
居
率
は
約
７

割
で
あ
り
、
現
在
も
福
祉
施
設
か

ら
多
く
の
問
い
合
わ
せ
が
あ
る
。

質
問　
農
業
振
興
に
お
け
る
汚
泥

肥
料
の
普
及
に
向
け
て
の
課
題
は
。

答
弁　
汚
泥
肥
料
で
育
て
た
農
産

物
に
対
す
る
消
費
者
の
ネ
ガ
テ
ィ

ブ
な
イ
メ
ー
ジ
を
い
か
に
払
拭
す

る
か
と
い
う
点
が
課
題
で
あ
る
。

ま
た
、
従
来
の
汚
泥
肥
料
は
品
質

が
不
安
定
で
農
業
者
が
使
い
に
く

い
こ
と
も
課
題
で
あ
っ
た
が
、
国

が
新
た
に
菌
体
り
ん
酸
肥
料
と
い

う
規
格
を
定
め
、
成
分
の
保
証
や

品
質
の
安
定
を
図
り
、
使
い
や
す

い
肥
料
の
生
産
を
推
進
し
て
い
る
。

質
問　
町
内
会
に
よ
り
ご
み
ス
テ

ー
シ
ョ
ン
数
に
大
き
な
差
が
あ
る
。

大
き
な
町
内
で
は
環
境
保
健
委
員

が
１
人
で
ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
を

管
理
す
る
の
は
無
理
が
あ
り
、
実

情
と
違
う
た
め
、
環
境
保
健
委
員

の
定
数
を
町
内
に
１
人
で
は
な
く
、

町
内
会
の
世
帯
数
に
応
じ
て
増
や

し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
均
等
割
報
酬
を

支
払
う
こ
と
が
で
き
な
い
か
。

答
弁　
環
境
保
健
委
員
の
報
酬
は
、

環
境
保
健
活
動
の
対
価
と
し
て
固

定
額
を
支
払
う
均
等
割
額
と
、
世

帯
数
を
基
礎
に
し
て
算
出
す
る
世

帯
割
額
の
合
計
と
し
て
い
る
。
均

等
割
額
に
つ
い
て
は
、
業
務
量
の

大
小
に
か
か
わ
ら
ず
一
律
で
あ
り
、

世
帯
数
や
ご
み
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
数

に
応
じ
て
配
分
を
変
え
る
こ
と
は

難
し
い
と
考
え
て
い
る
。
一
方
、

世
帯
割
額
は
、
世
帯
数
を
基
準
に

算
出
し
て
い
る
た
め
、
業
務
量
の

違
い
に
よ
り
報
酬
は
変
わ
る
こ
と

に
な
っ
て
お
り
、
令
和
５
年
度
に

は
１
世
帯
当
た
り
の
単
価
の
引
き

上
げ
も
実
施
し
て
い
る
。

質
問　
市
内
循
環
バ
ス
ぐ
る
り
ん

は
時
刻
ど
お
り
の
運
行
や
停
留
所

に
屋
根
や
ベ
ン
チ
の
設
置
要
望
が

あ
る
が
、
改
善
に
向
け
た
対
応
は
。

答
弁　
屋
根
や
ベ
ン
チ
の
設
置
は
、

バ
ス
停
周
辺
の
歩
道
幅
な
ど
の
道

路
状
況
に
加
え
、
道
路
管
理
者
な

ど
関
係
機
関
と
調
整
を
要
す
る
こ

と
か
ら
、
容
易
で
は
な
い
と
考
え

て
い
る
。
利
用
者
が
バ
ス
停
で
待

つ
時
間
が
可
能
な
限
り
短
く
な
る

よ
う
、
デ
ジ
タ
ル
技
術
の
活
用
に

よ
り
、
さ
ら
な
る
利
便
性
の
向
上

を
図
っ
て
い
き
た
い
。

質
問　
認
知
症
対
策
と
し
て
、
加

齢
性
難
聴
者
の
補
聴
器
購
入
に
助

成
制
度
を
設
け
る
考
え
は
。

答
弁　
日
常
生
活
に
支
障
が
あ
る

難
聴
で
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受

け
て
い
る
人
に
は
現
在
補
聴
器
の

購
入
助
成
が
あ
る
が
、
聴
覚
に
限

ら
ず
他
の
身
体
的
な
障
害
も
、
そ

れ
ぞ
れ
に
補
装
具
が
あ
る
た
め
、

独
自
の
助
成
制
度
に
つ
い
て
は
公

平
性
の
観
点
か
ら
も
慎
重
に
研
究

す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

質
問　
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
に

お
け
る
予
防
接
種
健
康
被
害
救
済

制
度
の
申
請
状
況
は
。
ま
た
、
定

期
接
種
と
な
る
こ
と
で
制
度
の
取

り
扱
い
に
違
い
は
あ
る
の
か
。

答
弁　
令
和
６
年
９
月
１
日
現
在
、

本
市
で
は
34
件
の
申
請
が
あ
り
、

認
定
が
23
件
、
否
認
が
４
件
、
審

査
中
が
７
件
で
、
こ
の
う
ち
死
亡

事
例
の
認
定
は
２
件
で
あ
っ
た
。

　
定
期
接
種
と
な
っ
た
こ
と
で
請

求
期
限
が
設
け
ら
れ
た
ほ
か
、
定

期
接
種
対
象
外
の
人
は
任
意
接
種

と
な
る
た
め
、
健
康
被
害
が
あ
っ

た
場
合
は
医
薬
品
副
作
用
被
害
救

済
制
度
を
活
用
す
る
こ
と
に
な
る
。

質
問　
ビ
ジ
ネ
ス
ケ
ア
ラ
ー
に
対

す
る
本
市
の
取
り
組
み
は
。

答
弁　
本
市
で
は
職
員
が
仕
事
と

介
護
を
両
立
で
き
る
よ
う
、
年
度

で
５
日
間
取
得
可
能
な
有
給
の
短

期
介
護
休
暇
の
ほ
か
、
無
給
の
休

暇
と
し
て
介
護
休
暇
や
介
護
時
間

な
ど
の
休
暇
制
度
を
整
備
し
て
い

る
。
今
後
も
、
制
度
の
周
知
と
職

場
環
境
の
整
備
に
努
め
た
い
。

質
問　
令
和
６
年
１
月
30
日
に
吉

井
分
屯
地
内
で
発
生
し
た
林
野
火

災
の
内
容
と
、
今
後
の
改
善
策
は
。

答
弁　
陸
上
自
衛
隊
吉
井
分
屯
地

か
ら
の
報
告
に
よ
る
と
、
射
撃
試

験
時
に
何
ら
か
の
火
種
が
発
生
し

た
可
能
性
は
否
定
で
き
ず
、
約
７

０
０
平
方
メ
ー
ト
ル
の
下
草
が
焼

失
し
た
と
の
こ
と
だ
っ
た
。
処
置

対
策
と
し
て
は
、
射
撃
試
験
場
所

か
ら
外
部
に
火
種
が
漏
れ
な
い
よ

う
な
改
修
を
実
施
す
る
こ
と
、
迅

速
な
初
期
消
火
に
努
め
る
こ
と
、

防
火
帯
の
整
備
を
引
き
続
き
行
う

こ
と
な
ど
が
示
さ
れ
て
い
る
。

質
問　
老
朽
化
し
て
い
る
牛
伏
山

の
展
望
台
を
改
修
す
る
考
え
は
。

答
弁　
牛
伏
山
の
展
望
台
は
天
守

閣
を
模
し
た
建
物
で
、
牛
伏
山
の

ラ
ン
ド
マ
ー
ク
と
な
っ
て
い
る
。

建
設
か
ら
35
年
経
過
し
、
幾
度
か

の
改
修
を
経
て
現
在
に
至
っ
て
い

る
が
、
老
朽
化
が
顕
在
化
し
て
い

る
。
今
後
も
必
要
な
修
繕
を
講
じ

な
が
ら
、
適
切
に
維
持
管
理
し
て

い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

●菌体りん酸肥料
     （P6参照）

肥料の原料管理や肥料の品質管理などを定めた「品質管理計画」を作成し、農林水産大臣による確認
を受けることが義務付けられた肥料。品質管理計画に基づいて生産されることで、品質管理が徹底さ
れ肥料成分が安定することから、肥料成分を保証することが可能になることに加え、他の肥料と混ぜ
て生産・販売することができるようになる。

●ビジネスケアラー 仕事をしながら家族の介護も行っている人のこと。 ●青地農地 農業振興地域の整備に関する法律に基づき、土地利用計画上農地として利用すべき農地として指定されてい
る農地のこと。やむを得ない事情でこの農地を他用途に利用するためには審査が必要となる。

・

」
（P7参照）


